
業 務 委 託 契 約 書 （案） 

 

 

大和高田市（以下「発注者」という。）と〇〇〇〇（以下「受注者」という。）は、ケア

プラン点検業務の委託について、次のとおり契約を締結する。  

 

（業務委託）  

第１条 発注者は別紙仕様書に記載のケアプラン点検業務（以下「委託業務」という。）を

委託し、受注者はこれを受託するものとする。  

（委託期間）  

第２条 委託期間は、令和 年 月 日から令和９年３月３１日までとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、点検内容の分析に係る分析結果報告書の提出については、

令和９年３月２３日までとする。  

（委託料） 

第３条 第１条の委託業務に対する委託料（以下「委託料」という。）は、金 ， ， 円

（消費税及び地方消費税を含む。）とする。  

（契約保証金）  

第４条 大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第３０条の規定による契約保証金

（以下「契約保証金」という。）は、委託料に１０分の１を乗じて得た額とする。この

場合において、１００円未満の端数が出るときは、１００円未満の端数を切り上げた額

とする。 

２ 発注者は、受注者が大和高田市契約規則第３０条第３項各号のいずれかに該当すると

きは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

（善管注意義務）  

第５条 受注者は、委託業務に関して、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを遂行す

るものとする。  

（再委託の禁止）  

第６条 受注者は、委託業務の処理について、その全部又は大部分を一括して他に委託し

てはならない。ただし、委託業務の一部につき、発注者の承諾を得たときは、この限り

でない。 

（委託業務の調査等）  

第７条 発注者は、必要があるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査

し、又は報告を求めることができる。  

（業務内容の変更等）  

第８条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、委託業務の内容を変更し、又

は履行を一時中止させ、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、委

託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるも

のとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しな

ければならない。この場合における賠償の金額は、発注者と受注者とが協議して定める



ものとする。  

（損害のために必要な経費の負担） 

第９条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必

要が生じた経費は、受注者が負担するものとする。  

（完了報告及び検査） 

第１０条 受注者は、委託業務が完了したときは、発注者に完了報告書を提出しなければ

ならない。だだし、第２条第２項の分析結果報告書（以下「分析結果報告書」という。）

については、同項に定める期日までに提出しなければならない。  

２ 発注者は、前項の提出があったときは、その日から１０日以内に検査を行うものとす

る。 

３ 委託業務の遂行及び成果の引渡しは、前項の検査に合格したときをもって完了したも

のとする。 

４ 受注者は、分析結果報告書について、第２項の検査の結果が不合格となり、補正を求

められたときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合にお

いて、受注者は、委託期間満了の日までに検査に合格しなければならない。  

（委託料の支払）  

第１１条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して委託料の

支払を請求するものとする。  

２ 発注者は、受注者から適法な支払請求を受けた日から３０日以内に支払わなければな

らない。 

（履行遅滞の場合における遅延金等） 

第１２条 受注者の責めに帰する事由により、第２条の委託期間までに委託業務を完了す

ることができなかった場合において、発注者は、委託期間満了後に完了する見込みがあ

ると認めるときは、延滞金を付して委託期間を延長することができる。  

２ 前項の延滞金は、委託料に委託期間満了日の翌日から検査の合格の日までの期間の日

数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支

払遅延防止法」という。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて

得た額とする。  

３ 発注者の責めに帰する事由により、委託料の支払が遅れた場合には、受注者は、遅延

利息の支払を請求することができる。この場合における遅延利息は、委託料に前条第２

項に定める期限の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第８条

第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額とする。 

４ 第２項の規定に基づき算出された延滞金又は第３項の規定に基づき算出された延滞金

遅延利息の額が１００円未満であるときは、発注者は延滞金を、受注者は遅延利息を付

さないものとする。  

（成果の帰属）  

第１３条 引渡しを完了した委託業務の成果は、すべて発注者の所有とし、発注者は、そ

の事業に自由に使用することができる。  

（個人情報の保護）  

第１４条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定及び別紙特記事項に掲



げる事項を遵守しなければならない。 

（個人情報の安全管理措置） 

第１５条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たっては、大和高田市の保有個

人情報の管理に関する規程に基づき、この契約による委託業務を処理するために取得、

作成等し、又は発注者から引き渡された資料等に記載された個人情報の安全管理措置を

講じなければならない。 

（情報セキュリティの確保） 

第１６条 受注者は、委託業務を処理するに当たっては、大和高田市情報セキュリティ基

本方針及び大和高田市情報セキュリティ対策基準の趣旨に基づき、情報セキュリティの

確保に努めなければならない。  

（発注者の解除権）  

第１７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。  

（１） 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。  

（２） 受注者の責めに帰すべき事由により、期限内に委託業務を完成する見込みが明

らかにないと認められるとき。  

（３） 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、かつ、その違反によりこの契

約の目的を達することができないと認められとき。  

（４） 受注者が、次のいずれかに該当するとき。  

ア 役員等（発注者が個人である場合にはその者を、発注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する業務を行う事務所をいう。

以下この号において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力

団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。）又は暴力団員が、経営に実質的に参加していると認められるとき。  

ウ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者

の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団

員を利用したと認められるとき。  

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認

められるとき。  

オ 役員等が、暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用しているとき。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している認め

られるとき。  

キ 下請契約、購入契約をその他の契約（以下「下請契約等」という。）に当たり、そ

の相手方が、アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と

契約を締結したと認められるとき。  

ク 下請契約等に当たり、アからオまでのいずれかに該当する者と知らずにその相手

方としていたことが認められる場合において、発注者からこの契約の解除を求めら

れて、これに従わなかったとき。  

ケ 契約を履行するに当たり暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわら



ず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。  

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合は、その理由をその他必要な事項を

書面により受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項各号に規定する債務不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注

者は、第１項の規定による契約の解除をすることができない。  

４ 第１項の規定により、契約を解除した場合において、発注者は、必要があると認める

ときは、履行割合に応じて相当額を委託料として支払うものとする。この場合における

相当額とは、履行割合にその他の要素を加味したものとしなければならない。 

（契約解除の違約金） 

第１８条 前条の規定により、この契約が解除された場合においては、発注者は、委託料

の１０分の１を乗じて得た額（１００円未満の端数が生じるときは、１００円未満の端

数を切り上げる。）を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

（受注者の解除権）  

第１９条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面を提

出することにより、この契約を解除することができる。  

（１） 契約内容の変更により契約金額が３分の２以上増減したとき。  

（２） 発注者の責めに帰すべき理由により、契約を履行できない状態が相当の期間に

わたるとき。  

（３） 発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができない

とき。 

（談合その他不正行為に対する賠償金）  

第２０条 受注者は、この契約について次の各号のいずれかに該当するときは、委託料に

１０分の２を乗じて得た額（１００円未満の端数が生じるときは、１００円未満の端数

を切り上げる。）を賠償金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

この契約を履行した後も、同様とする。  

（１） 公正取引委員会が、発注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合においては、同

法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令）が確定したとき。  

（２） 発注者（発注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６の規定に違反し、同条の規定による刑が確定した

とき。 

（３） 発注者（発注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法第１９

８条の規定による刑が確定したとき。  

（違約金等の徴収方法） 

第２１条 発注者は、受託者からの違約金、損害金又は賠償金を徴する場合において、契

約保証金が納付されているとき又はこの契約の債務があるときは、これを相殺するもの

とし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。 

（不可抗力免責） 

第２２条 発注者及び受託者は、地震、洪水、台風、感染症等の天変地異、戦争、暴動、



内乱等の社会的事変その他の不可抗力により、この契約に基づく全部又は一部の義務の

履行が不能となった場合には、その責任を負わない。  

（秘密の保持）  

第２３条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この

契約が終了し、解除された後においても、同様とする。  

（管轄裁判所）  

第２４条 この契約に関する訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所

を専属的合意管轄裁判所とする。  

（疑義の解決）  

第２５条 この契約書、特記事項及び仕様書に定めのない事項については、大和高田市契

約規則、大和高田市会計規則（平成１１年規則第５９号）及びその他の規程によるもの

とし、この契約書及び仕様書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、必要に応じ

て発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。  

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。  

 

令和８年 月 日 

発注者  奈良県大和高田市大字大中９８番地４  

大和高田市  

大和高田市長  堀 内 大 造   印 

 

受注者  ○○○○○○○○○○○○○○○○  

○○○○○○○○  

○○○○○○  ○ ○ ○ ○   印 


